
 
議
第
百
三
十
三
号

 

岐
阜
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め

　
　
　

 

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　

　

岐
阜
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改

 

正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
日
提
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事　
　

江　

崎　

禎　

英　
　

 

 

　
　
　

岐
阜
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め 

　
　
　

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

（
岐
阜
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改

 

　

正
）

第
一
条　

岐
阜
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成

 

　

二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
掲
げ
る
健
康
診
断
が
」
を
「
掲
げ
る
健
康
診
断
又
は
健
康
診
査
（
母
子
保
健
法

　

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
い
う
。
同
表
に
お

　

い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
が
」
に
、
「
当
該
健
康
診
断
」
を

　

「
当
該
健
康
診
断
等
」
に
、
「
健
康
診
断
の
結
果
」
を
「
健
康
診
断
等
の
結
果
」
に
改
め
、
同
項
の
表
に
次
の

 

　

よ
う
に
加
え
る
。

 

 
 

乳
児
又
は
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査

通
所
す
る
障
害
児
に
対
す
る
通
所
開
始
時
の
健
康
診

 

断
、
定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨
時
の
健
康
診
断

 

 

　

（
岐
阜
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

岐
阜
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二

 

　

十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　
　

第
六
条
第
三
項
第
三
号
中
「
幼
児
（
」
の
下
に
「
第
二
十
九
条
第
二
項
の
表
及
び
」
を
加
え
る
。

　
　

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
掲
げ
る
健
康
診
断
が
」
を
「
掲
げ
る
健
康
診
断
又
は
健
康
診
査
（
母
子
保
健
法

　

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
い
う
。
同
表
に
お
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い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
が
」
に
、
「
当
該
健
康
診
断
」
を

　

「
当
該
健
康
診
断
等
」
に
、
「
健
康
診
断
の
結
果
」
を
「
健
康
診
断
等
の
結
果
」
に
改
め
、
同
項
の
表
に
次
の

 

　

よ
う
に
加
え
る
。

 

 
 

乳
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査

入
所
し
た
障
害
児
に
対
す
る
入
所
時
の
健
康
診
断
、

 

定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨
時
の
健
康
診
断

　

 

　

（
岐
阜
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

岐
阜
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
条

 

　

例
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
五
条
第
二
項
中
「
健
康
診
断
を
行
わ
せ
た
」
を
「
健
康
診
断
又
は
健
康
診
査
（
母
子
保
健
法
（
昭
和
四 

　

十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
い
う
。
同
表
に
お
い
て
同

　

じ
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
」
に
、
「
当
該
健
康
診
断
」
を

　

「
当
該
健
康
診
断
等
」
に
、
「
健
康
診
断
の
結
果
」
を
「
健
康
診
断
等
の
結
果
」
に
改
め
、
同
項
の
表
に
次
の

 

　

よ
う
に
加
え
る
。

 

　

乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い

入
所
し
た
乳
幼
児
に
対
す
る
入
所
時
の
健
康
診
断
、

 

う
。
）
に
対
す
る
健
康
診
査

定
期
の
健
康
診
断
又
は
臨
時
の
健
康
診
断

  　
　

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
」
を
「
乳
幼
児
」
に
改

 

　

め
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

  

 

　
　
　

提　

案　

説　

明

 　

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
乳
幼
児
に
対
す
る
健
康
診
査
の
内
容
が
、
児
童
福
祉
施
設
が
行
う
べ
き
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
に
相

当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等

 

の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。

－60－


